
 

 

 

平成２９年３月２８日 

自 動 車 局 整 備 課 

 

「貸切バス予防整備ガイドライン」を策定しました 
～ 貸切バス事業者が行うべき予防整備の基準事例を示します ～ 

 

 
 

１．本ガイドライン策定の背景 

平成２８年１月１５日に長野県軽井沢町で発生したスキーバス事故を踏まえ、二

度とこのような悲惨な事故を起こさないよう、軽井沢スキーバス事故対策検討委員

会において徹底的な再発防止策について検討が行われ、６月３日にとりまとめられ

た「安全・安心な貸切バスの運行を実現するための総合的な対策」を踏まえたもの

です。 

 

２．本ガイドラインについて 

本ガイドラインでは、貸切バス事業者が法定点検に加え、予防整備（不具合

発生の予防も含めた十分な整備）を定期的に実施するための整備サイクル表

を定める上での参考となるよう、優良事業者の実績等を元に整備項目等の交

換基準事例を示しています。 

貸切バス事業者は、以下の２項目について実施してください。 

 

（１）交換基準事例を参考にした整備サイクル表の作成 

貸切バス事業者は交換基準事例を参考にバスの構造・装置に応じ項

目を選定するとともに、それぞれの事業者の状況を考慮し定期交換等

の期間・距離を設定し、整備サイクル表を作成 

 

（２）整備サイクル表に基づく整備実施記録簿の作成 

貸切バス各事業者は整備実施記録簿を用意し、整備サイクル表に基

づく定期交換等の実施状況を記録 

 
添付資料：貸切バス予防整備ガイドライン 

国土交通省では、貸切バスの車両整備の強化を図るため、貸切バス事業者が

定めるべき予防整備の基準事例を示すべく、「貸切バス予防整備ガイドライン」（以

下「本ガイドライン」という。）を策定しました。 

問い合わせ先 

 国土交通省自動車局整備課 玉屋、川津 

  TEL：03-5253-8111(内線:42426、42412) 

  TEL：03-5253-8599(直通) 

 


